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表 257　居住環境検査

検

査

住

宅

戸

建

住

宅

集

合

住

宅

保
健
所
窓
口

戸　　　　　　　　　数  37  19  18 

検 査 総 数  112  58  34  20 

温 度  22  17  5  -

湿 度  22  17  5  -

ホ ル ム ア ル デ ヒ ド  16  10  6  -

ト ル エ ン  6  2  4  -

パ ラ ジ ク ロ オ ロ ベ ン ゼ ン  -  -  -  -

残 留 塩 素  3  -  3  -

ｐ H  1  -  1  -

水 温  -  -  -  -

そ の 他  3  -  3  -

同定検査 （鏡検 ・ 虫体）  39  12  7  20 

資料 ： 健康安全室

§6 　専用水道等監視指導事業

　厚生労働省は、 平成２１年４月１日に基準項目５０項目からなる新たな 「水質基準に関する省令」 を施行、 また水質管理目標設

定項目 29 項目を定めた。 市民の水に関する最大の関心は供給される水の安全性 ・ 快適性であるため、 本市では、 専用水道 ・

簡易専用水道の監視指導等を実施し、 衛生確保に努めた。

　さらに、 近年、 地下水等を水源とする自己水源型の専用水道が増加傾向にある。 これらの施設については特に水質の安全性

に注意が必要であることから重点的に指導を行った。

表 258　対象施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１8年度 １9年度 20年度 川崎 幸 中原 高津 宮前 多摩 麻生

専 用 
水 道

（受水型） 23 23 18 2 5 1 - 3 3 4 

（自己水源型） 11 12 13 2 - - - 2 4 5 

簡 易 専 用 水 道 3,438 3,414 3,409 685 328 594 528 572 394 308 

用　
　

途　
　

別

共 同 住 宅 1,993 1,977 1,976 273 201 330 340 407 246 179 

事 務 所 220 216 217 84 24 44 24 13 14 14 

店 舗 124 125 127 30 11 15 27 16 14 14 

学 校 295 296 297 36 30 51 41 45 52 42 

工 場 71 72 65 36 5 9 14 1 - - 

病 院 55 55 55 13 7 16 7 3 4 5 

旅 館 49 49 49 32 2 8 3 4 - - 

興 行 場 20 18 18 9 2 3 - 1 2 1 

寮 118 109 110 9 10 31 15 31 10 4 

集 会 場 2 1 1 - - 1 - - - - 

併 用 247 238 229 78 25 49 5 21 27 24 

そ の 他 244 258 265 85 11 37 52 30 25 25 

災 害 時 飲 料 水
協力受水槽 （再掲）

185 185 184 36 22 32 22 25 22 25 

資料 ： 健康安全室




